
 

業　務　仕　様　書 

 

１．委託名　：北秋田市文化会館空調設備保守点検業務委託 

２．委託場所：北秋田市文化会館（北秋田市材木町２番３号） 

３．委託期間：令和８年４月１日から令和９年３月３１日 

４．業務内容： 

・冷暖房設備の切替え、保守点検及び清掃。 

・送風装置の保守点検及び清掃。 

・エアコン及び換気扇等の清掃。 

・受託者は、空調設備保守点検業務を誠実に実施しなければならない。 

・保守点検業務を実施する場合において、事前に発注者へ連絡し、承認を受けるも

のとする。また、立会いが必要な場合は事前に協議するものとする。 

・冷暖房の切替えについては委託者と事前に協議するものとする。 

・保守点検を行った際は、速やかに報告書を提出すること。 

・点検の結果、修繕が必要なものについては速やかに見積書を提出すること。 

５．委託業務引継ぎ： 

・受託者は、正常に業務が遂行できるよう委託者の指示に従い、引継ぎに必要な期

間、委託業務に係る熟練者を配置しておかなければならない。 

６．個人情報等の取扱い： 

・業務の実施に当たっては、個人情報等の保護の重要性を認識し、個人の権利を侵

害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。 

・業務に関して知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。この契約が終了、

又は解除された後においても同様とする。 

・業務の実施にあたっては、個人情報等のデータを委託者が指定する作業場所以外

に持ち出し、第三者に提供、複製することを禁ずる。 

・個人情報等の取扱いに違反していると認められるときは、契約の解除及び損害賠

償の請求をすることができるものとする。 


